
※注２
　「都市再生特別措置法に基づく手続き」との関係について

　　都市再生特別措置法第８８条又は第１０８条の規定に基づく手続きは、工事着手３０日前及び

　開発事業協議申請書提出前に届出して下さい。

習志野市開発事業指導要綱手続きフロー

完了公告以前の建築承認申請

協 議 の 締 結 都市計画法第32条又は事業同意に基づく協議書の締結

開 発 行 為 許 可 申 請

事 前 相 談

開 発 事 業 対 象

各 課 協 議

開 発 事 業 協 議 申 請

習志野市建設指導審査会

開発相談依頼表の提出

開発事業指導要綱第３条に基づく開発事業が対象

関係各課・機関との協議（「各課協議一覧」を参照）

開発事業協議申請書　正・副２部提出
※「開発事業協議申請書の作成要領」（別紙１）を参照

許 可

公共施設の管理及び土地の帰属

建 築 基 準 法 に 基 づ く 建 築 確 認 申 請 等

工 事 着 手 届 ・ 工 事 工 程 届

工 事 完 了 届 ・ 帰 属 願

※　工事完了検査の注意事項

　都市計画課で実施する工事完了検査日以前に、関

係各課・機関に検査依頼をし、事前に検査を受けて

下さい。検査結果については都市計画課に報告して

下さい。

不 許 可

　　　　　　　　開発事業協議申請前に提出して下さい。

　２．開発行為以外の開発事業―「公開標識設置届」を提出し、「説明会等報告書」を開発事業協議

　　　　　　　　　　　　　　　申請前に提出して下さい。

(都市計画法第29条に基づく許可)

工 事 完 了 検 査

完 了 公 告 以 前 の 建 築 承 認

（都市計画法第 37 条に基づく承認）

開発事業に関する完了届

開発事業に関する工事着手届

都市計画法第30条に基づく

開発許可申請の手続

開発行為以外の開発事業

※注１　「習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例」との関係について
　１．開発行為―「公開標識設置届」を開発事業協議申請の30日前に提出し、「説明会等報告書」を

検 査 済 証 の 交 付

工 事 の 完 了 公 告

建築基準法の基づく建築確認申請等


